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１月１３日（水曜日）、福岡県に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、閉館時間などを

変更した公共施設を、以下のとおりお知らせします。また、各施設において、感染拡大防

止に最大限留意し、一定の利用制限などを行う場合があります。 

 

１．午後８時までに閉館する施設等【１月１６日（土）～】 

○総合スポーツセンター（大谷 6-28）：午後８時まで 

 ※体育館、屋外競技施設のどちらも上記の閉館時間となります。 

 西野球場（白水ヶ丘 2-104）：午後７時３０分まで 

 【問い合わせ先】総合スポーツセンター（電話：092-571-3234） 

○学校開放対象施設：午後７時３０分まで 

 有料公園施設（白水大池公園多目的広場、位瀬公園多目的広場、若葉台中央公園テニ

スコート）：午後７時３０分まで 

  【問い合わせ先】健康スポーツ課 スポーツ担当（電話：092-571-3247） 

 ○白水大池公園星の館（大字下白水 209-171）：午後８時まで 

  ※１月１５日（金）から実施します。 

  【問い合わせ先】地域教育課 社会教育・読書推進担当（電話：092－575―4121） 

○ふれあい文化センター（大谷 6-24）：午後８時まで 

  【問い合わせ先】ふれあい文化センター（電話：092-584-3366） 

 ○いきいきプラザ貸館事業（昇町 1-120）：午後８時まで 

  【問い合わせ先】健康スポーツ課 健康づくり担当（電話：092-501-1134） 

 ○各地区公民館：午後８時まで 

  【問い合わせ先】各地区公民館 

 

２．その他の変更がある施設【１月１６日（土）～】 

○ふれあい文化センター（大谷 6-24）：料理講習室の使用を制限 

  【問い合わせ先】ふれあい文化センター（電話：092-584-3366） 

  

緊急事態宣言の発令に伴う 

公共施設の閉館時間変更等について 



○老人福祉センターナギの木苑（星見ヶ丘 1-7-1）：食事不可 

  ※利用時間を制限する場合があります。 

  【問い合わせ先】ナギの木苑（電話：092-595-0513） 
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